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令和元年度 ６月補正予算の概要 
 

資 料 ２ 

令 和 元 年 ６ 月 １ ０ 日 

富 谷 市 

１ 補正予算の規模 

（１）一般会計         172,735千円を増額  補正後の額  12,936,029千円 

（２）国民健康保険特別会計     3,520千円を減額  補正後の額   4,221,031千円 

（３）下水道事業特別会計       3,913千円を増額  補正後の額    834,202千円 

（４）介護保険特別会計        689千円を減額  補正後の額   2,871,998千円 

（５）水道事業会計           

収益的収入    48千円を減額  補正後の額   1,144,358千円 

収益的支出 11,262千円を増額  補正後の額  1,149,426千円 

 

２ 一般会計補正予算の概要 

国の補助事業として、プレミアム付商品券事業や幼児教育・保育の無償化に対応する

ための所要額の計上に加え、新たに、市議会議員選挙に係る公費負担や「地域と施設の

支え合いモデル事業」等の実施経費を計上するもの。 

なお、本補正の主な財源については、地方譲与税、国・県支出金、基金繰入金に加え、

決算剰余見込に基づく、繰越金を活用するもの。 

 

 

 

３ 一般会計歳入歳出（款別）内訳について       （単位：千円） 

歳入（款）         補正額 歳出（款）   補正額 

2地方譲与税 2,624 1議会費 47 

14国庫支出金 83,819 2総務費 56,398 

15県支出金                         12,361 3民生費 50,817 

17寄附金                        10,596 4衛生費 39,267 

18繰入金                           1,813  6農林水産業費 5,282 

19繰越金                          62,939 7商工費 △2,496 

20諸収入                           △1,677 8土木費 12,139 

                             10教育費 11,281 

計 172,735 計 172,735 
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４ 一般会計（歳出）の主な補正内容について 

（１）プレミアム付商品券事業 ４５，４２７千円 

住民税非課税者及び３歳未満の子が属する世帯の世帯主に対し、プレミアム付商 

品券（割引率２０％）を販売するため、所要額を計上するもの。 

[充当財源 全額 国費] 

 

（２）市議会議員選挙費 ２８，７７１千円 
市議会議員（R1.9.10 任期満了）選挙の執行にあたり、選挙運動に対する法定負担に

加え、条例に基づき、新たに公費負担を行うもの。 

 

（３）幼児教育・保育の無償化対応に伴うシステム改修費等 １２，８８１千円 

本年１０月から開始される幼児教育・保育の無償化に対応するため、各種システム

の改修に加え、新たに事務補助員を雇用するもの。 

[充当財源、全額 国費] 

    ○地域生活支援事業 1,012千円 ○保育所運営・維持管理事業 7,150千円 

    ○子どものための施設等利用給付事業 4,719千円 

 

（４）保健福祉総合支援センター運営事業 １，８１３千円 

「地域と施設の支え合いモデル事業（施設サポーター・コーディネーターの育成及

び活動）」を実施するため、新たに委託料を計上するもの。 

 [充当財源 全額 長寿社会福祉基金繰入金] 

 

（５）認可保育所運営事業 ２１，２２０千円 

市内３か所にある認定子ども園において、本年４月から「地域子育て支援拠点事業

（一般型）」を実施しており、運営法人に対し、国・県補助金を活用し、新たな補

助金を交付するもの。 

[充当財源 国費 1/3・県費 1/3] 

 

（６）放課後児童クラブ運営事業 １３，９３７千円 

放課後児童クラブ（市内８か所）のうち、４か所（富谷、富ケ丘、日吉台、成田）

において、夏休み等での「サテライト」を実施するにあたり、新たに教室等を活用

するため、所要額を計上するもの。 

 

（７）感染症予防事業 ２６，９０１千円 

国の風しんに関する追加的対策に基づき、風しん感染予防に係る所要額を計上する

もの。 

[充当財源 国費 1/2、※H30年度予算減額 再計上] 

 

（８）森林環境整備基金の創設 ２，６２４千円 

   新たに地方譲与税として、「森林環境譲与税」が交付されるにあたり、今後の森林

整備及びその促進に関して実施する施策への活用を見据え、「森林環境整備基金」

へ積み立てを行うもの。 

 


